
      

 

出生時 2,000ｇ未満である等により入院治療を必要とする場合に、 

その医療費と入院時の食事代を公費により負担する制度です。 

（最長一歳未満まで給付が可能です） 

 

１． 出生届を提出（市町村の窓口） 

健康保険の加入 

  ※出生証明書、母子健康手帳、印鑑を準備してください 

 

２．養育医療の申請に必要な書類を準備 

 ・養育医療給付申請書 

・世帯調書 

・養育医療意見書（医師が記載します） 

・課税証明書等（世帯調書に記載した方のうち全ての課税対象者） 

 

３．上記書類を準備したら、住所地の担当窓口に申請 

 

４．申請後、県の審査を経て「養育医療券」が郵送されますので、 

病院の入院受付の窓口へ提出 

   ※お手元へ郵送されるまで約３～４週間程かかる事があります 

～ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい～ 

秋田大学医学部附属病院  

地域医療患者支援センター 

TEL ０１８－８８４－６２２９ 


